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（
地
方
・
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
域
再
生
計
画
の
記
載
事
項
の
追
加

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
追
加
す
る
。

１

都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
又
は
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
以
下
「
地
方

版
総
合
戦
略
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
研

究
機
関
そ
の
他
の
多
様
な
主
体
と
の
連
携
又
は
分
野
の
異
な
る
施
策
相
互
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的

か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
先
導
的
な
も
の
に
関
す
る
も
の

就
業
の
機
会
の
創
出
等
に
資
す
る
事
業
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ア

結
婚
、
出
産
又
は
育
児
に
つ
い
て
の
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
環
境
の
整
備
に
資
す
る
事
業

イ

移
住
及
び
定
住
の
促
進
に
資
す
る
事
業

ウ

地
域
社
会
を
担
う
人
材
の
育
成
及
び
確
保
に
資
す
る
事
業
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エ

観
光
の
振
興
、
農
林
水
産
業
の
振
興
そ
の
他
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業

オ

ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
再
生
を
図
る
た
め
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
な

政
策
課
題
の
解
決
に
資
す
る
事
業

地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
等
の
た
め
の
基
盤
と
な
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の

ア

道
路
、
農
道
又
は
林
道
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
二
以
上
を
総
合
的
に
整
備
す
る
事
業

イ

下
水
道
、
集
落
排
水
施
設
又
は
浄
化
槽
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
二
以
上
を
総
合
的
に
整
備
す
る
事
業

ウ

港
湾
施
設
及
び
漁
港
施
設
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
総
合
的
に
整
備
す
る
事
業

２

地
方
版
総
合
戦
略
に
定
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
１
の

又
は

に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
法
人
か

ら
の
寄
附
を
受
け
、
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行

う
も
の
（
以
下
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の

３

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
（
人
口
及
び
地
域
経
済
の
動
向
そ
の
他
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
、
地
域

住
民
が
生
涯
に
わ
た
り
活
躍
で
き
る
魅
力
あ
る
地
域
社
会
を
形
成
し
て
中
高
年
齢
者
の
居
住
を
誘
導
し
、
地
域
の
持
続
的
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発
展
を
図
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
中
高
年
齢
者
の
就
業
、
生
涯
に
わ
た
る
学
習
活

動
へ
の
参
加
そ
の
他
の
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
の
推
進
、
高
年
齢
者
に
適
し
た
生
活
環
境
の
整
備
、
移
住
を
希
望
す
る
中

高
年
齢
者
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
そ
の
他
の
地
域
住
民
が
生
涯
に
わ
た
り
活
躍
で
き
る
魅
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
を

図
る
た
め
に
行
う
事
業
（
以
下
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の

二
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付

一
の
１
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
一
の
１
の
事
業
に
要
す
る

経
費
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
交
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
係
る
課
税
の
特
例

一
の
２
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
人
が
、
認
定
地

方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連

す
る
寄
附
を
し
た
と
き
は
、
当
該
法
人
に
対
す
る
道
府
県
民
税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人
税
の
課
税
に
つ
い

て
は
、
地
方
税
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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四
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
の
作
成
等

１

一
の
３
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
受
け
た

市
町
村
は
、
地
域
再
生
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形

成
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
当
該
計
画
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の
区
域
及
び
中
高
年
齢
者
の
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
を
推
進
す
る
た

め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
う
事
業
の
実
施
主
体
等
に
関
す
る
事
項
を
生

涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
し
、
都
道
府
県
知
事
等
の
同
意
を
得
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ

ス
等
を
行
う
事
業
に
係
る
指
定
が
あ
っ
た
こ
と
と
み
な
す
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
再
生
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


